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第１号議案

令和７年度 大 分 県 一 般 会 計 予 算

令和７年度大分県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ７０２，６７７，０００千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 １００，０００，０００千円 と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴ 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用
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令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 県 税 １４６，９００，０００

１ 県 民 税 ４０，４１０，２２９

２ 事 業 税 ３３，４８５，６３０

３ 地 方 消 費 税 ４４，４６１，４８５

４ 不 動 産 取 得 税 ２，５５０，３７１

５ 県 た ば こ 税 １，３７５，５５７

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ３３２，７１２

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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７ 軽 油 引 取 税 ８，６７６，９３７

８ 自 動 車 税 １５，２４８，８１８

９ 鉱 区 税 １２，６０２

１０ 狩 猟 税 １９，０５３

１１ 産 業 廃 棄 物 税 ３２６，６０６

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，５９８，０００

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ５９，５９８，０００

３ 地 方 譲 与 税 ２５，４６０，０００

１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 ２２，８７４，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ２，２０２，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ５８，０００
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４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 １６１，０００

５ 森 林 環 境 譲 与 税 １６２，０００

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ３，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ７９９，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ７９９，０００

５ 地 方 交 付 税 １８５，３００，０００

１ 地 方 交 付 税 １８５，３００，０００

６ 交通安全対策特別交付金 ２３２，０００

１ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２３２，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 ３，６９５，４４４
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１ 分 担 金 １２６，２２２

２ 負 担 金 ３，５６９，２２２

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ６，９７２，１２４

１ 使 用 料 ５，３８６，７７９

２ 手 数 料 １，５８５，３４５

９ 国 庫 支 出 金 １０３，９５７，２９７

１ 国 庫 負 担 金 ２７，７４６，４８１

２ 国 庫 補 助 金 ７３，５３５，６３３

３ 委 託 金 ２，６７５，１８３

１０ 財 産 収 入 １，７６１，１６０
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１ 財 産 運 用 収 入 １，１９８，９２６

２ 財 産 売 払 収 入 ５６２，２３４

１１ 寄 附 金 １２８，５８０

１ 寄 附 金 １２８，５８０

１２ 繰 入 金 ３２，２７８，６９１

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ２８９，２９５

２ 基 金 繰 入 金 ３１，９８９，３９６

１３ 繰 越 金 １００

１ 繰 越 金 １００

１４ 諸 収 入 ７０，５４５，６０４
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１ 延滞金、加算金及び過料等 １２６，７２４

２ 県 預 金 利 子 ２１，６４９

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ６３，３２９，４６９

４ 受 託 事 業 収 入 １，２７０，９４０

５ 収 益 事 業 収 入 ２，５６６，０９９

６ 雑 入 ３，２３０，７２３

１５ 県 債 ６５，０４９，０００

１ 県 債 ６５，０４９，０００

歳 入 合 計 ７０２，６７７，０００
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款 項 金 額

千円

１ 議 会 費 １，１６９，２５７

１ 議 会 費 １，１６９，２５７

２ 総 務 費 ３１，３５３，１１５

１ 総 務 管 理 費 １１，４８９，４９０

２ 企 画 費 ７，５８６，３３３

３ 徴 税 費 ４，５５６，７０５

４ 市 町 村 振 興 費 ７２７，０２８

５ 選 挙 費 ７６８，１７１

歳 出
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６ 防 災 費 ４，９７０，６８４

７ 統 計 調 査 費 ８９５，１８２

８ 人 事 委 員 会 費 １６６，１２７

９ 監 査 委 員 費 １９３，３９５

３ 福 祉 生 活 費 ７５，９９１，１８６

１ 社 会 福 祉 費 ４８，８６５，８１７

２ 児 童 福 祉 費 ２５，２８７，７８７

３ 生 活 保 護 費 １，４３６，１９２

４ 災 害 救 助 費 ４０１，３９０

４ 保 健 環 境 費 ４２，３４４，９２４

１ 公 衆 衛 生 費 ３０，１３６，３１２
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２ 環 境 保 全 費 ２，７２３，３６４

３ 保 健 所 費 ２，００７，１１１

４ 医 務 費 ６，７２１，７９３

５ 薬 務 生 活 衛 生 費 ７５６，３４４

５ 労 働 費 ２，６５１，６２８

１ 労 政 費 １４１，４２５

２ 職 業 訓 練 費 １，６２７，４５２

３ 雇 用 対 策 費 ７８７，７９４

４ 労 働 委 員 会 費 ９４，９５７

６ 農 林 水 産 業 費 ５０，３３０，５３９

１ 農 業 費 １１，５６４，４２３
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２ 畜 産 業 費 ３，５６１，２４８

３ 農 地 費 １７，６７７，０９７

４ 林 業 費 １２，７１５，７４２

５ 水 産 業 費 ４，８１２，０２９

７ 商 工 費 ６８，５４４，４６５

１ 中 小 企 業 費 ６２，８１１，２９４

２ 工 鉱 業 費 ４，７０５，６１３

３ 観 光 費 １，０２７，５５８

８ 土 木 費 ８６，６６８，００２

１ 土 木 管 理 費 ６，９６３，４４９

２ 道 路 橋 梁 費 ４５，２４６，５３０
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３ 河 川 海 岸 費 ２１，６８８，０６５

４ 港 湾 費 ３，９３４，８１１

５ 都 市 計 画 費 ６，３４４，４３６

６ 住 宅 費 ２，４９０，７１１

９ 警 察 費 ２８，２００，３２４

１ 警 察 管 理 費 ２６，６７４，８７７

２ 警 察 活 動 費 １，５２５，４４７

１０ 教 育 費 １２８，５６２，３０５

１ 教 育 総 務 費 １５，７７１，１４６

２ 小 学 校 費 ３６，５１９，６７７

３ 中 学 校 費 ２３，０４８，３５０
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４ 高 等 学 校 費 ３４，８４０，６０３

５ 特 別 支 援 教 育 費 １３，６０３，３１４

６ 大 学 費 １，２３１，５４６

７ 社 会 教 育 費 ２，１４７，２６６

８ 保 健 体 育 費 １，４００，４０３

１１ 災 害 復 旧 費 ２５，０２１，５００

１ 農林水産業施設災害復旧費 ７，６０６，３４９

２ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １７，０６５，１５１

３ 県 有 施 設 災 害 復 旧 費 ２５０，０００

４ 県 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 １００，０００

１２ 公 債 費 ８２，７８４，９４２
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１ 公 債 費 ８２，７８４，９４２

１３ 諸 支 出 金 ７８，８８４，８１３

１ 積 立 金 １，６６２，０６２

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ４２，９２３，６４０

３ 利 子 割 交 付 金 ６０，３５３

４ 配 当 割 交 付 金 ４０３，１０６

５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ６５４，３４５

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 ２，４０６，２３６

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 ２９，９９８，３０４

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ２３２，９４０

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 ５４３，８２７

１４ 予 備 費 １７０，０００



（ 16 ）

１ 予 備 費 １７０，０００

歳 出 合 計 ７０２，６７７，０００
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事 項 期 間 限 度 額

千円

１ オフィス改革推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２６６，５６９

２ 県有建築物保全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
６２０，０００

３ 地方債の共同発行によって生ずる連帯債務
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１７年 度 ま で

共同発行総額 １，２１８，０００，０００千円から大分県の

発行額 １５，０００，０００千円を除いた額 １，２０３，０００，０００

千円並びにその利子

４ 自動車税種別割納税通知書作成等業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１４，５８１

５ 県税システム改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４６，２００

債 務 負 担 行 為

第 ２ 表
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６ 温泉資源適正利用推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２０，３０６

７ 防災情報通信システム更新事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２２，３７５

８ 県庁防災体制強化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４９，２８０

９ 信用保証協会の中小企業制度資金の貸付けに伴う保証料

率軽減に対する補助

令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２６年 度 ま で
２，３７９，３６０

１０ 職業訓練等業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２１０，３９７

１１ 人材確保総合推進事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２５９，８６８

１2 外国人労働者受入対策強化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
４５，９７８

１３ 農業近代化資金等利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２８年 度 ま で
２３４，７００
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１４ 天災融資法に基づく災害資金損失補償
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２０年 度 ま で

１ 損失補償の額
融資元本の償還期限到来後３か月を経過し
てなお元本又は利子（政令で定める遅延利子
を含む。）の全部又は一部が回収されなかっ
た場合におけるその回収されなかった金額の
１００分の８０以内
２ 補償履行時期
大分県は、前項の償還期限到来後３か月を
経過した後、市町村が融資機関と締結した損
失補償契約に基づき損失補償を行う場合に補
償を履行する。

３ 融資条件
⑴ 融資枠

５億円
⑵ 貸付利子
年 １．００％

⑶ 償還期限
７年以内

１５ 災害資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１４年 度 ま で
１３，９７８

１６ 特定災害資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１５年 度 ま で
３２，３０６

１７ 農業経営負担軽減支援資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２３年 度 ま で
３３，８８０
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１８ 畜産特別資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和３２年 度 ま で
１９，３８１

１９ 漁業近代化資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和２８年 度 ま で
１８１，４６６

２０ 漁業経営維持安定資金利子補給
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１７年 度 ま で
７，６９１

２１ 公益社団法人全国農地保有合理化協会（以下本欄、期間
欄及び限度額欄において「甲」という。）が農地中間管理機
構（以下期間欄及び限度額欄において「乙」という。）
に農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第７条に
規定する農地中間管理機構特例事業に要する資金を貸し付け
たことについて損失を受けたとき、大分県が甲にその損失を
補償する。

甲が乙に資金を貸し付けたとき
から、当該貸付金の償還期限後、
甲が補償の履行日として指定する
日まで

１ 損失補償の額
貸付金の償還期限（甲が当該貸付金の全部
又は一部につき繰上償還を請求した場合には
その支払期日、その他償還期限の変更があっ
た場合には、その変更後の期日とする。）に
おいて甲が弁済を受けていない元金及び延滞
金並びに違約金の合計額に相当する金額

２ 補償履行時期
大分県は、前項の償還期限後、甲の指示に
従い、甲に補償を履行する。

３ 乙の主な借入条件
⑴ 借入金額
１５４，０００千円

⑵ 利率
無利子

⑶ 償還期限
借入日から１０年以内
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⑷ 延滞金及び違約金の計算利率
延滞金 年 １０．９５％
違約金 年 １０．９５％

２２ 基幹水利施設保全対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２０，０００

２３ 農業水利施設保全合理化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４６０，０００

２４ 小水力発電施設整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

２５ 水田畑地化推進基盤整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２，２６０，０００

２６ 畑地帯総合整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

２７ 産地基幹農道整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３０，０００

２８ 中山間地域総合整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１８０，０００
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２９ 演習場周辺障害防止対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８００，０００

３０ 防災重点農業用ため池等整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
３，５７２，９００

３１ 河川工作物応急対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２７０，０００

３２ 河川工作物大野川水管橋耐震化事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
２６０，０００

３３ 河川工作物大野川水管橋護床改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
４８０，０００

３４ 海岸保全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２８０，０００

３５ 復旧治山事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

３６ 地すべり防止事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００
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３７ 漁業取締船代船建造事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６４４，１３１

３８ 水産流通基盤整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４６，０００

３９ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）
第25条の規定により大分県土地開発公社が公共用地等の先
行取得に要する事業資金を借り入れる場合の当該借入先金
融機関に対し債務保証する。

当該資金ごとの債務保証契約に
定めるところによる。

大分県土地開発公社が金融機関から借り入れ
る事業資金の総額 １，０００，０００千円並びにその利
子及び遅延利息

４０ 国道２１２号道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８９０，０００

４１ 国道２１７号道路改良事業（平岩松崎工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５２０，０００

４２ 国道３８８号道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
８５０，０００

４３ 県道三重新殿線道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６０，０００

４４ 県道中津高田線道路改良事業（江須賀金屋工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５２０，０００
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４５ 県道中津高田線道路改良事業（角木工区）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ９ 年 度 ま で
９４０，０００

４６ （公）道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３，８５０，０００

４７ （単）道路施設補修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３００，０００

４８ （公）交通安全事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
９００，０００

４９ （公）道路防災事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６５０，０００

５０ （公）道路施設補修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３，１００，０００

５１ （公）道路災害関連事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
８０，０００

５２ （単）道路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，０００，０００
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５３ 道路関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１０５，０００

５４ （単）橋梁整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６０，０００

５５ （単）河川海岸改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２７０，０００

５６ （公）広域河川改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２，０００，０００

５７ （公）障害防止対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２４，８２３

５８ （公）治水ダム建設事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５０２，０００

５９ 河川施設災害防止緊急対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２００，０００

６０ 河川関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１３８，０００
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６１ （公）海岸環境整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

６２ 土木施設災害復旧事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，２２０，０００

６３ （公）重要港湾改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４００，０００

６４ （公）地方港湾改修事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３５０，０００

６５ （公）港湾改修統合事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１１０，０００

６６ （公）通常砂防事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５００，０００

６７ （公）火山砂防事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２６０，０００

６８ （公）地すべり対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１２０，０００
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６９ （公）急傾斜地崩壊対策事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３０，０００

７０ （公）砂防施設緊急改築事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１７０，０００

７１ （公）砂防災害関連事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
７０，０００

７２ （単）街路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１００，０００

７３ （公）街路改良事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１，７００，０００

７４ 生活排水処理施設整備費補助
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１９年 度 ま で
３７６，７６９

７５ 営繕関係受託事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３９，３０１

７６ 公立学校教員採用選考試験問題作成業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４，８７３
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７７ 県立学校施設整備事業（エレベーター設備）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２０９，６０１

７８ 県立学校施設整備事業（大分上野丘高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２９４，８９５

７９ 県立学校施設整備事業（大分鶴崎工業高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
５５，６７６

８０ 県立学校施設整備事業（日出総合高等学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
２４８，２５４

８１ 県立学校施設整備事業（大分支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
６１４，９８８

８２ 県立学校施設整備事業（別府支援学校本校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４７５，１７０

８３ 県立学校施設整備事業（別府支援学校石垣原校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
４３３，２５３

８４ 県立学校施設整備事業（別府支援学校鶴見校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
１６６，７０４
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８５ 県立学校施設整備事業（佐伯支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１３年 度 ま で
２３４，８２５

８６ 建物賃借料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１２年 度 ま で
２４，７３９

８７ 定時制高等学校給食業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１０年 度 ま で
３１，４５９

８８ 県立学校給食業務委託料（中津支援学校）
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和１０年 度 ま で
４８，７３７
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

庁 舎 建 設 費 １，４２９，０００

証書借入れ又は証券発行（他の

地方公共団体との共同発行を含む）

の方法により、財務省財政融資資

金、地方公共団体金融機構、銀行

その他から借り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、事業ごとの償還条件は、借入先の定める

ところ又は発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

防 災 施 設 整 備 費 ３，０００，０００

電 動 車 導 入 推 進 事 業 費 ２，０００

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 ６６，０００

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 １１５，０００

児 童 相 談 所 整 備 費 １３８，０００

太 陽 光 発 電 施 設 整 備 費 ２６，０００

自 然 公 園 施 設 整 備 費 １０，０００

農 林 水 産 業 施 設
災 害 防 止 緊 急 対 策 費

２４６，０００

地 方 債

第 ３ 表
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土 地 改 良 費 ２，３９４，０００

県 央 空 港 整 備 費 １７，０００

農 地 防 災 事 業 費 ８４９，０００

林 道 費 ２２５，０００

造 林 費 ９７，０００

治 山 費 １，３６９，０００

沿 岸 漁 場 基 盤 整 備 費 ２３８，０００

漁 港 費 ３１５，０００

防 災 対 策 推 進 費 ２，８３８，０００

共 生 の ま ち 整 備 費 ７２，０００

道 路 費 ２０，５１０，０００

河 川 費 ３，７５９，０００

海 岸 費 ４７０，０００
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港 湾 費 １，４３９，０００

砂 防 費 ２，８７２，０００

土木施設災害防止緊急対策費 ５，４０１，０００

空 港 建 設 費 ４０６，０００

街 路 費 １，２３４，０００

都 市 環 境 整 備 費 ８７，０００

住 宅 建 設 費 ８１４，０００

県 立 学 校 施 設 整 備 費 ３，６５０，０００

社 会 教 育 施 設 整 備 費 ８５，０００

警 察 施 設 整 備 費 １２５，０００

交 通 安 全 施 設 整 備 費 ５４０，０００

災 害 時 緊 急 対 応 事 業 費 ６，１７５，０００

治 山 施 設 災 害 復 旧 費 １０６，０００
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漁 港 施 設 災 害 復 旧 費 １６６，０００

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３，７６４，０００

合 計 ６５，０４９，０００
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第２号議案

令和７年度 大分県公債管理特別会計予算

令和７年度大分県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １２８，９７３，８５０千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 公 債 管 理 費 １２８，９７３，８５０

１ 繰 入 金 ８３，９４４，８５０

２ 県 債 ４５，０２９，０００

歳 入 合 計 １２８，９７３，８５０

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 公 債 管 理 費 １２８，９７３，８５０

１ 公 債 費 １２８，９７３，８５０

歳 出 合 計 １２８，９７３，８５０

歳 出
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借 換 債 ４５，０２９，０００

証書借入れ又は証券発行（他の

地方公共団体との共同発行を含む）

の方法により、銀行その他から借

り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

地 方 債

第 ２ 表
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第３号議案

令和７年度 大分県国民健康保険事業特別会計予算

令和７年度大分県国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １１４，１７７，３２８千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２９，２１９，１５８

２ 国 庫 支 出 金 ３４，８６１，６９２

３ 財 産 収 入 ６１，６７３

４ 繰 入 金 ６，７１３，７８９

５ 繰 越 金 ５２８

６ 諸 収 入 ４３，３２０，４８８

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入



（ 40 ）

歳 入 合 計 １１４，１７７，３２８
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款 項 金 額

千円

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

１ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 １１４，１７７，３２８

歳 出 合 計 １１４，１７７，３２８

歳 出
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第４号議案

令和７年度 大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和７年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １２１，６３９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

１ 繰 入 金 ４，９４６

２ 繰 越 金 ６４，２７３

３ 諸 収 入 ５２，４２０

歳 入 合 計 １２１，６３９

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

１ 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 １２１，６３９

歳 出 合 計 １２１，６３９

歳 出
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第５号議案

令和７年度 大分県中小企業設備導入資金特別会計予算

令和７年度大分県中小企業設備導入資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ４０，９１７千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

１ 繰 入 金 ７，６１３

２ 繰 越 金 ３，５１９

３ 諸 収 入 ２９，７８５

歳 入 合 計 ４０，９１７

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

１ 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 ４０，９１７

歳 出 合 計 ４０，９１７

歳 出
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第６号議案

令和７年度 大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算

令和７年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９５２，７３９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ９５０，０００

１ 繰 入 金 １８７，５００

２ 繰 越 金 １７６，８５８

３ 諸 収 入 ５８５，６４２

２ 業 務 勘 定 ２，７３９

１ 繰 入 金 ２，６２５

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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２ 諸 収 入 １１４

歳 入 合 計 ９５２，７３９
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款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ９５０，０００

１ 林業・木材産業改善資金 ２００，０００

２ 木材産業等高度化推進資金 ７５０，０００

２ 業 務 勘 定 ２，７３９

１ 林業・木材産業改善資金 ２，６２５

２ 木材産業等高度化推進資金 １１４

歳 出 合 計 ９５２，７３９

歳 出
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第７号議案

令和７年度 大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和７年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２０１，５８５千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ２００，０００

１ 繰 越 金 １８５，４７０

２ 諸 収 入 １４，５３０

２ 業 務 勘 定 １，５８５

１ 繰 入 金 １，５８５

歳 入 合 計 ２０１，５８５

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 貸 付 勘 定 ２００，０００

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ２００，０００

２ 業 務 勘 定 １，５８５

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 １，５８５

歳 出 合 計 ２０１，５８５

歳 出
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第８号議案

令和７年度 大分県県営林事業特別会計予算

令和７年度大分県県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５９７，３７９千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第 ２３０ 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 県 営 林 事 業 費 ５９７，３７９

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３８

２ 財 産 収 入 ４７８，４２１

３ 繰 入 金 ９４，６２０

４ 繰 越 金 １

５ 諸 収 入 ５，２９９

６ 県 債 １９，０００

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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歳 入 合 計 ５９７，３７９
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款 項 金 額

千円

１ 県 営 林 事 業 費 ５９７，３７９

１ 県 営 林 事 業 費 ２８３，４１０

２ 県 民 有 林 事 業 費 ３１３，９６９

歳 出 合 計 ５９７，３７９

歳 出
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

伐 採 事 業 費 １５，０００ 証書借入れの方法により日本政
策金融公庫から借り入れる。

年 ５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、４０年
度間以内に元利均等の年賦償還の方法により償還す
る。
ただし、事業ごとの償還条件は、借入先の定める
ところによる。
なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で
あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、又は
繰上償還を行うことができる。

県 営 林 造 成 事 業 費 ４，０００

合 計 １９，０００

地 方 債

第 2 表
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第９号議案

令和７年度 大分県臨海工業地帯建設事業特別会計予算

令和７年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ８２３，５０２千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 大分臨海工業地帯建設事業費 ８２３，５０２

１ 財 産 収 入 ７０８，５０１

２ 繰 入 金 １１４，９０１

３ 繰 越 金 １００

歳 入 合 計 ８２３，５０２

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 大分臨海工業地帯建設事業費 ８２３，５０２

１ 土 地 造 成 費 ８２３，５０２

歳 出 合 計 ８２３，５０２

歳 出
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第１0号議案

令和７年度 大分県港湾施設整備事業特別会計予算

令和７年度大分県港湾施設整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５，１１６，１１３千円 と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第 ２１４ 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第 ２３０ 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。

令 和 ７ 年 ２ 月 ２５ 日 提 出

大分県知事 佐 藤 樹 一 郎
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款 項 金 額

千円

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 １，４０３，６６１

２ 財 産 収 入 １２３，１３３

３ 繰 入 金 ２，４９３

４ 諸 収 入 ５０，８２６

５ 県 債 ３，５３６，０００

歳 入 合 計 ５，１１６，１１３

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
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款 項 金 額

千円

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

１ 港 湾 施 設 整 備 事 業 費 ５，１１６，１１３

歳 出 合 計 ５，１１６，１１３

歳 出
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事 項 期 間 限 度 額

千円

港湾機能施設整備事業
令 和 ７ 年 度 か ら

令 和 ８ 年 度 ま で
３００，０００

債 務 負 担 行 為

第 ２ 表
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起 債 の 目 的 限 度 額

千円

起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港 湾 施 設 建 設 事 業 費 ３，５３６，０００

証書借入れ又は証券発行の方法

により、財務省財政融資資金、地

方公共団体金融機構、銀行その他

から借り入れる。

年 ５．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

起債年度の翌年度から、すえ置期間を含め、３０年

度間以内に元利均等、元金均等又は満期一括などの

方法により償還する。

ただし、償還条件は、借入先の定めるところ又は

発行要綱による。

なお、財政の都合により、すえ置、償還期間中で

あっても償還年限を短縮し、若しくは延長し、繰上

償還を行い、又は借り換えることができる。

地 方 債

第 ３ 表
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